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  台湾の労働三法「労働組合法」、「労使争議処理法」、「団体協約法」が大幅改正され、2011 年 5 月 1 日より施行さ

れました。「労働組合法」では労働組合組成の簡便化が規定された他、「労使争議処理法」、「団体協約法」では労働

争議・ストライキの手続簡便化が規定され、雇用者側の労務リスクが高まる内容となりました。 

改正後の各法規の主な内容は以下の通りです。 

 

◎改正後の労働三法の概要 

① 軍人と公務員以外の全ての労働者は、労働組合に参加できる                

   →今回より教職員も参加できるようになった 

② 在籍企業の労働組合だけでなく、同じ産業や業種にまたがる組合にも参加できる 

   →従来は、1 種類の組合のみ参加が認められていた 

③ 外国人労働者は、労働組合の理事・幹事への就任、組合を組成することができる 

   →従来は規定なし 

労働組合法 

④ 組合入会費は日給以上の金額、月会費は当月の月給の 5％以上とする 

   →労働組合の財務状況強化を図るため、新たに規定 

① 水道・電気・ガス事業者、病院、金融機関等の従事者は、基本的なサービスを維持す

れば、ストライキに参加できる（軍人、教職員、公務員は参加できない） 

② ストライキ実施の決議において、通信による投票も含め、賛成票が過半数以上となれ

ば、集会を開催せずに決議できる 

③ 雇用主が労働組合加入を理由に、減給・降格・解雇等の不当な処分を下した場合、当

該処分を取り消した上で、3～15 万新台湾㌦の罰金を科す 

労使争議処理法 

④ 「労働者権益基金」を設立し、労働争議の適切な処理や労働者の権益保護を図る 

① 雇用主は適切な理由なしに、労働組合からの団体協議の要求を拒否できない。協議

では、60 日間以内に組合側に対し、対策案を提出しなければならない 
団体協約法 

② 雇用主は、労働組合の要求する関連資料の提出を拒否できない 

【出所：台湾労働委員会 HP】 


